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第3部　交流会 5,000 円(税込)

参加費

 講師：原京子さん（一般社団法人子どもアドボカシーセンター
NAGOYA理事／事務局長）、高橋弘恵さん（同　理事）
　 子どもの側に立って子どもが意見表明できるように働きかけ
たり支援したりする人を、子どもアドボケイトといいます。子
どもアドボカシーセンターNAGOYAは、子どもが話したいこと
を自ら話せるように支援したり、子どもの依頼・承諾を得て子
どもの思いや意見を代わって表明することを行う団体です。
 　2016年の児童福祉法改正で、児童福祉の理念が子どもの権利
条約の精神を踏まえたものになりました。第2条には子どもの意
見表明権が位置付けられています。しかし、子どもの権利や子
どもの意見表明権に対する理解はまだまだ広がっていません。
　子どもの側に立って子どもの声を聴く人を育成することや、
聴く仕組みを作っていくことは、子どもの意見表明権を実現し
ていくことです。子どもアドボカシーへの取り組みが広まり、
すべての子どもに子どもの権利と子どもの意見表明権が保障さ
れる社会を創ることを目指します。

「社会的養護の子どもたちの人権」について

オプショナルツアー

　　第1部＋第2部 2,000 円(税込)

120
分

★第1部　16:00集合
　名古屋市市政資料館
　　名古屋市東区白壁１丁目３

中華ダイニング栄国際センター店(予定)

★第3部　19:30～
　交流会

オプショナルツアー

https://forms.gle/YNxm7k7n7V5JFF6s9
問合せ(日下）
keiko1126@adagio.ocn.ne.jp

全国フェミニスト議員連盟オプショナルツアープロジェクトチーム

75
分

申込フォーム

60
分

 　国の重要文化財である1922年に建てられたレンガ造の
「旧名古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎・留置場」
を保存・公開している名古屋市の歴史的な建物です。
　三淵 嘉子（みぶち よしこ)は、日本初の女性弁護士の1人
であり、初の女性判事および家庭裁判所長。名古屋
地方裁判所で初の女性判事となる。

「虎に翼」ゆかりの市政資料館を訪ねる！

★第2部　18:00～
　名古屋国際センター
　　　4階 第3研修室
　　名古屋市中村区那古野一丁目
　　47-1 名古屋国際センタービル

前泊

★申込は以下フォームから､第1､2､3部
それぞれにチェックしてください。


